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第 51 回郡市対抗熊日駅伝実施要項 

 

1　主　　催　　(一財)熊本陸上競技協会､熊本日日新聞社 

２　協　　力　　天草市、上天草市、宇城市、宇土市、熊本市 

３　後　　援　 熊本県､(公財)熊本県スポーツ協会､熊本県教育委員会､熊本市教育委員会 

熊本県高等学校体育連盟、熊本県中学校体育連盟 

４　主　　管　　(一財)熊本陸上競技協会 

５　協賛(案)　　肥後銀行、JA 共済、九電工 

6　目　　的　　県内長距離競技者の育成と強化、競技人口の底辺拡大を推進すると同時に､各郡市の親睦 

融和を図る。 

7　日　　時　　2025 年 2 月 9 日（日）午前 8 時 45 分スタート（雨天決行） 

８　区　　間　　▽ 1 区　天草市陸上競技場～天草市役所前 （中学 1 年生区間＝女子）　  　        2.4 ㌔ 

▽ 2区　天草市役所前～天草とれたて市場前 （中学1年生区間＝男子）　　　　　　　   3.2㌔ 

▽ 3 区　天草とれたて市場～天草厚生病院前 (一般･高校区間＝男子)　           7.4 ㌔ 

▽ 4区　天草厚生病院前～リップルランド前 (女子フリー区間）　　　 　              4.3㌔ 

▽ 5 区　リップルランド前～高戸鮮魚店前 (一般･高校区間＝男子)                9.3 ㌔ 

▽ 6 区　高戸鮮魚店前～上天草市旧松島庁舎前 (一般･高校区間＝男子)  　　　　　 7.2 ㌔ 

▽ 7 区　上天草市旧松島庁舎前～２号橋公園前 （40 歳以上区間＝男子）   　　　　  5.3 ㌔ 

▽ 8 区　２号橋公園前～さんぱーる前 (女子フリー区間)　　    　　　　　　　　 　　　  4.5 ㌔ 

▽ 9 区　さんぱーる前～岩谷入口バス停前 (一般･高校区間＝男子)　　　　　　     　5.2 ㌔ 

▽ 10 区　岩谷入口バス停前～三角駅前 （中学フリー区間=男子）　　　　         　　3.5 ㌔ 

▽ 11区　三角駅前～郡浦地区市民館前 (一般･高校区間＝男子)　　　　　　　　       5.8㌔ 

▽ 12区　郡浦地区市民館前～大岳地区市民館前 (女子フリー区間）　     　　　　　  4.0㌔ 

▽ 13 区　大岳地区市民館前～道の駅不知火前 (一般･高校区間＝男子)　　　　　　　　8.7 ㌔ 

▽ 14 区　道の駅不知火前～JA 熊本うき不知火支所前 (女子フリー区間）          3.8 ㌔ 

▽ 15 区　JA 熊本うき不知火支所前～宇土市民会館前 (一般･高校区間＝男子)　　　5.4 ㌔ 

▽ 16 区　宇土市民会館前～サンサンうきっ子前 (一般･高校区間＝男子)　　　　　    9.2㌔ 

▽ 17 区　サンサンうきっ子前～御幸西交差点前 （中学フリー区間=男子）　　　      4.8 ㌔ 

▽ 18 区　御幸西交差点前～上通アーケード前 (一般･高校区間＝男子)     　   6.5 ㌔ 

（天草市～上天草市～宇城市～宇土市～熊本市）　　計 18 区間 　　　　　　 　　　   100.5 ㌔ 

9　開閉会式　　開会式＝午前 8 時 00 分から（天草市陸上競技場インフィールド､雨天時は屋内スペース予定） 

８　開会式　　閉会式＝全体記録が確定次第、速やかに開式する（場所：びぷれす広場予定） 

10 参加資格　 

（１）熊本県内の郡市代表チームによる対抗レースとし、チームは 2024 年 10 月 1 日現在の地域スポーツ 

　　協会単位を原則とする（ただし、チームの合同化、分割化等の編成希望については、該当チームの意向を尊

重しながら主催者で協議し決定する）。 
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（2）競技者は中学生以上で編成する。中学生および高校生は、県内の中学・高校に在籍する者を原則とし、

九州管内の県外校に在籍する高校生については3名までチーム登録ができるが出場は2名までに限る。

外国籍の実業団選手や陸上留学生の登録および出場については、6 キロ未満の区（1、2、4、7、8，9、

10、11、12、14、15、17 区）に限る。なお、高校生の参加資格は県高等学校体育連盟開催規定に準ず

る。 

（３）中学生は 2025 年 1 月 1 日現在の保護者の住民登録地から出場する。高校生は 2025 年 1 月 1 日

現在の保護者の住民登録地または出身中学校所在地から出場する（ただし県外出身で県内の学校に在

籍している者は、その学校がある郡市から出場することができる）。 

（４）A：県内出身の大学生（専門学校・専修学校含む）は､2025 年 1 月 1 日現在の現住所、出身中学校所

在地、または保護者の住民登録地から出場することができる。 

B：県外出身の大学生（同上）は、2025年1月1日現在の現住所または保護者の住民登録地から出場 

することができる。ただし、4 名までチーム登録ができるが出場は 3 名までに限る。 

（5）社会人（実業団、自衛隊員含む）は、県内・県外在住を問わず 2025 年 1 月 1 日現在の住民登録地また

は出身中学校所在地から出場することができる。勤務先が県内であれば、その勤務先がある郡市から

出場することもできる。 

（６）監督やコーチなどチームスタッフの資格については規定を設けない。 

（７）1 区は中学 1 年生（女子）区間、2 区は中学 1 年生（男子）区間、10 区と 17 区は中学生フリー（男子）区

間とする。 

（８）4 区、8 区、12 区、14 区は女子フリー区間とする。 

（9）7 区は 40 歳以上（男子）区間とする。年齢は 2025 年 2 月 9 日大会当日付とする。 

（10）チーム登録申し込み後､登録外選手との入れ替えは原則認められない。また、オーダー表締め切り後

の選手の区間変更についても原則認められない。なお、中学生フリーで登録している選手について、

同学年であれば、オーダー時に学年が指定された区間へ入れ替えても差し支えない。オーダー表は 

2 月 6 日（木）の正午までに提出し、前日の監督会議にて確認する。なお、監督会議終了後から大会 

当日の7時45分までに、やむを得ない理由で競技者を変更する場合（病気、けがなど）、受診した資料

（症状が記載されているもの）を提出するか、スタート会場に控える大会ドクターの診察を受けること。 

 

１1　チーム編成  

監督 1 名、コーチ 4 名以内、競技者 18 名、補員 13 名以内 計 36 名以内とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

カテゴリ別

一 般 （ 大 学 含 む ） 6名 または 5名 2名 または 3名 8名以内

高 校 4名 または 5名 3名 または 2名 7名以内

中 学 5名以内

フ リ ー 2名以内

中 学 2名以内

フ リ ー 7名以内

31名以内

内訳 競技者 補員

3名（1年生1名､フリー2名） 2名（1年生1名､フリー1名）

－ 2名

1名（1年生1名） 1名（1年生）

4名（中学1名､高校以下 1名を含むこと） 3名

計 18名 13名

男子

女子
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１2　参加申し込み 

2025 年1 月 14 日（火） 午後5 時までに、チーム登録申込書と中学生選手の出場承諾書(各1 通) 

等を下記宛てにメールで提出すること。各申請書はメール提出後に原本を下記まで郵送すること　

〈1 月 20 日（月）必着〉。なお、申込責任者は地域スポーツ協会（体協）または地域陸協の会長とし、 

原本には職印を押印すること。 

また、2025 年 2 月 6 日（木） 正午までに出走オーダー表を下記へメール提出すること。 

 

 

 

 

 

 

参加料 1 ﾁｰﾑ 30,000 円（保険料を含む）は 2025 年 1 月 14 日（火）までに下記へ納めること。 
 

 

 

 

 

 

 

13　資格審査委員会　 

（１）委員会では本大会の円滑な運営を図るため、参加資格、チーム編成、その他を審議する。 

（２）委員会は熊本陸協、熊日で構成する。 

 

14　表　　彰 

1 位＝優勝旗（持ち回り） ・ 賞状 ・ 金メダル ・ 賞品 

2 位＝準優勝杯（持ち回り） ・ 賞状 ・ 銀メダル ・ 賞品 

　　　3 位＝賞状 ・ 銅メダル ・ 賞品 

4～6 位＝賞状 ・ 賞品 

女子１位（女子区間の総合タイム１位）＝賞状 ・ 楯 ・ 賞品 

躍進賞（3 チームまで）＝賞状 ・ 楯 ・ 賞品　　※コース変更により本年度は実施なし 

最優秀選手賞（１名）、 優秀選手賞（１名） 

区間賞（18 名） 

優勝監督賞 

10 回～50 回節目出場選手表彰 

参加賞(チーム登録者全員) 

 

 

 ■提出先  

〒860-8506　熊本市中央区世安 1-5-1 

熊本日日新聞社事業部「郡市対抗熊日駅伝」係（電話096-361-3383  ファクス096-361-3389） 

メールアドレス／　jigyo@kumanichi.co.jp 

■振込先 

【郵便振替】ゆうちょ銀行　【口座種類】当座 【口座番号】０１７７０－９－１１４８６３ 

【口座名義】熊本陸上競技協会 

※ 払込取り扱い票通信欄に各郡市名および責任者名を記入すること
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競　技　注　意　事　項　

本大会は、2024 年度日本陸上競技連盟競技規則、同駅伝競走規準および本競技注意事項により実施する  
 

１　出場競技者について 

（１）チーム登録は監督 1 名、コーチ 4 名以内、競技者・補員 31 名以内の計 36 名以内とし、申し込み後の

変更は原則認められない。 

（２）オーダー提出後の走者の区間変更は原則認められない。オーダー表は前日（2 月 8 日）の監督会議に

て確認する。なお、監督会議終了後から大会当日午前 7 時 45 分までに競技者を変更する場合（病気、

けがなど）、受診した資料（症状が記載されているもの）を提出するか、7 時 45 分までにスタート会場に

控える大会ドクターの診察を受けること。診察を希望する場合は、大会当日の 6 時 30 分までに申し出

ること。 

（３）当日の監督会議後に発生した事案に際しては、主催者で判断し処置する。 

 

２　競技について 

（１）競技者は必ず道路左側端を走行すること。カーブも左側端を沿って走る。ただし、現場警察官、審判員、

交通指導員の指示等がある場合はこの限りでない。 

（２）各中継所においてタスキを渡し終わった競技者は、速やかに道路左側に寄ること。 

（３）引継ぎはタスキを用いる。タスキは肩から斜めに脇下へ掛けて走るものとし肩にかけていない競技者

は失格とする。引継ぎ前の約４００ｍ、引継ぎ後の約２００ｍは手に持って走ってもよいが、出来るだけ早

く肩に掛けること。 

（4）中継所でのタスキの受け渡し区域は、白テープ（雨天時は白石灰）で明示してある中継線の進行方向　

2０ｍの間に手渡しで行わなければならず、中継線の手前からタスキを投げ渡してはならない。タスキを

受け取る走者は、前走者の区域（中継線の手前の走路）に入ってはならない。また、区間中間点に 2 本、

中継所手前 1,000 ㍍に１本の白線を引く。中間点の白線は次の中継所の役員が引くこと。 

（5）アスリートビブズ（ナンバーカード）は 2 枚とし、主催者で用意したものを胸部と背部に、走行中でも外

れないようしっかり付けること。留め方については指定しない。なお、アスリートビブズ番号は下記の通

りとする。 

1.荒尾市　　　2.玉名市　　　3.玉名郡　　　4.山鹿市　　　5.菊池郡市 

6.阿蘇郡市　7.熊本市　　　8.上益城郡　　9.下益城郡　10.宇土市 

11.宇城市　　12.八代郡　　13.八代市　　　14.球磨郡　　15.人吉市 

16.芦北郡　 17.水俣市　　18.上天草市　 19.天草市  
 

（6）レースの伴走およびそれに類する行為は一切禁止する。チーム関係者によるこれらの違反が明らかに

なった場合、主催者で協議のうえ、当該チームを失格とすることもある。車両で移動しながら応援する

ことも認めない。 

（7）競技者が正常な走行ができなくなった場合には、医師または審判長が競技を中止させることがある。 

※この取り扱いは走っている競技者に対するもので、次走者の体調不良等で走行の可否を医師・審判 

長が判断するものではない。各チームで体調管理をして、監督の責任のもとに判断すること。 



 

 5 

（8）レース中に競技者に事故があった際は、必ず監察員､沿道審判員または中継所審判員が事故を確認 

した上で、その後の大会への参加について審判長の判断に従うこと。レース中に走者が不慮の事態によ 

り競技を中止した場合は、次の区間から次走者を出発させる。この場合の出発時間は、最終走者と同時 

とし、オープン参加として取り扱う。（総合記録は認めないが、中止した区間以外の区間記録は認める） 

（9）先頭から遅れたチームは、第 6、第 8、第 10、第 13、第 15、第 17 中継所（以下「指定中継所」）で繰り

上げスタートを実施する。第6、第8、第10、第13、第15 中継所は先頭から5 分、第17 中継所では3

分で繰り上げスタートする。（交通事情等により審判長判断で規定時間の繰り上げもありうる）。また､指

定中継所以外の中継所においても､審判長判断で繰り上げスタートを行う場合もある。 

 

３　競技者の招集時間・中継所等について 

（１）1 区はスタート 20 分前にコールを行う。出発時のスタート順は、監督会議時の抽選によって決定する。 

その他の中継所では先頭の通過予定時刻の 20 分前をめどにコールを行う。コールは競技者本人に 

対して行う。 

（２）コール後はできるだけ中継所近くにいること（繰り上げスタートを行うこともあるため注意する）。 

（３）競技者の配置・収容は各郡市で行うこと。収容は各区間最終走者通過の 30 分後として、レース最後尾 

車両（最終監察車）を追い越してはならない。 

（４）道路でのウォーミングアップは車両等に十分注意しながら安全に行うこと。


